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日常の健康観察を徹底し、鶏群に異常がみられたときは至急連絡ください。

死亡した野鳥からインフルエンザウイルスを検出！

～ 秋田県の白鳥でＨ５N１亜型、国内防疫の再徹底を ～

● 飼養衛生管理の徹底
野鳥の鶏舎等への侵入防止及び農場出入口での消毒の徹底など

●鶏群等の異常を発見した時の早期通報の徹底

● 的確な病性鑑定の実施
異常鶏の通報があった場合には、本病を疑い必要な病性鑑定を実施します

●危機管理体制の点検
万一の発生の際に円滑な防疫措置を講じることができるよう、
通報・連絡及びまん延防止などの危機管理体制を再点検

平成２０年４月

農林水産省及び秋田県は、平成２０年４月２１日、十和田湖畔で発見さ
れた白鳥の死体及び衰弱した白鳥から検出したウイルスは、病性鑑定の結果
強毒性のH5N1のインフルエンザウイルスであることを発表しました。

つきましては、下記の事項に留意いただき万全の防疫体制の再徹底をお願
いします。

鳥インフルエンザのウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な
場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。

日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをし
ていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお
願いいたします。



平成２０年４月２８日プレスリリース（秋田県）


